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　　第2章　調査結果 ･･･P.3

【以下のホームページも是非ご覧下さい。】

令和元年度第２回消費生活eモニターアンケート調査

「消費生活全般について」 
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◎ つながる・かながわ消費者教育－かながわ消費者教育サポートサイト
－

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/edu/index.html
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第１章　調査の概要

1 調査目的

2 調査方法

3 調査期間

4 調査対象

5 モニター登録者の属性

　年齢　　18～29歳   3名

　　　　　30歳代     36名

　　　　　40歳代     55名

　　　　　50歳代     54名

　　　　　60歳代     43名

　　　　　70歳以上   32名

　消費生活eモニター：298名　回答者：223名

　県の消費生活行政についてのご意見等をいただき、今後の県の消費生活
行政の参考とするため、アンケート調査を実施しました。

　インターネットを利用したアンケート調査（全22問）

　令和元年　12月６日 (金)から　12月 15日(日)まで
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第2章　調査結果

Q1

・複数回答のある設問では、比率の合計が100を超える場合があります。
・未回答者がある場合、％の合計が100に満たない場合があります。

　昨年同時期と比べた、家族の暮らしむきについてたずねたところ、「変わらない」が６割以
上を占めて最も多く、次いで「苦しくなった」がおよそ３割弱、「楽になった」は少数にとど
まった。
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4.7%
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55.2%
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52.6%
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楽になった 変わらない 苦しくなった
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Q2

Q3

　消費生活について関心があるものをたずねたところ、「食品の安全性や表示について」、
「インターネット（携帯電話やスマートフォン等の情報端末を含む）を利用した悪質商法に
ついて」が共に６割台で多く、次いで「環境に配慮した商品の選択など、持続可能な社会
づくりについて」が４割台で続いた。

　商品やサービスを選ぶ際、何を意識するかをたずねたところ、「価格」が９割台で最も多
く、「機能や品質」が８割台、「安全性」が７割台と続いている。

○「その他」の主な回答（抜粋・要約）
　・生活必需品で、高齢者、障がい者にも操作がシンプルでリーズナブルな商品開発
　・振り込め詐欺
　・地球温暖化
 


3.6%

4.9%

12.1%

17.5%

36.3%

37.7%

38.6%

39.0%

40.8%

62.8%

63.7%

その他

多重債務について

消費者を取巻く問題に取組む市民団体等の活動について

消費者教育・啓発活動について

製品の欠陥や施設・設備の不具合により生じる事故について

投資・保険・預金・融資等に関する問題について

強引な勧誘や悪質商法の手口と対策について

架空請求・不当請求について

環境に配慮した商品の選択など、持続可能な社会づくりについて

インターネット（携帯電話やスマートフォン等の情報端末を含む）を利

用した悪質商法について

食品の安全性や表示について

関心があるもの（複数回答）

7.2%

10.3%

21.1%

22.4%

22.9%

34.5%

35.0%

43.5%

77.6%

84.8%

91.5%

事業者の経営方針や理念、社会貢献活動（ＣＳＲ）

広告・表示

商品やサービスが環境や社会へ及ぼす影響

ブランドイメージ

取引の条件（契約書、約款など）

購入（利用）時の説明や対応など接客態度

苦情や要望への対応（アフターサービスを含む）

特典(ポイントカード・景品等)

安全性

機能や品質

価格

商品やサービスを選ぶ際、意識すること（複数回答）
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Q4

Q5

○その他の主な回答（抜粋・要約）
・訴訟予告の内容証明を出した
・区役所で案内された行政の窓口

　ここ１～２年の間に、消費生活上のトラブルにあったかをたずねたところ、「あった」が１割
台であった。

　Ｑ4で「消費生活上のトラブルにあった」と回答した方にどこかへ（誰かに）相談したかをた
ずねたところ、「販売店やセールスの人に伝えた」が４割台で最も多く、次いで「メーカーに
直接伝えた」、「家族や友人、近所の人に相談した」が共に２割台だった。

10.0%

2.5%

5.0%

10.0%

12.5%

15.0%

22.5%

27.5%

47.5%

その他

消費者団体に相談した

業界団体が設けている相談窓口を利用した

インターネットで解決策を検索した

消費生活センターなどの行政の相談窓口に相談した

相談しなかった

家族や友人、近所の人に相談した

メーカーに直接伝えた

販売店やセールスの人に伝えた

トラブルにあった際の相談相手・箇所（複数回答）

あった

17.9%

あわなかった

82.1%

ここ１～２年の間に、消費生活上のトラブルにあった経験
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Q6

Q7

　Ｑ５で「相談しなかった」と回答した方に理由をたずねたところ、「どこに相談したらいい
か、わからなかった」、「被害が小さく相談するほどのことではなかった」、「相談しても、うま
い解決策があると思わなかった」が共に５割で同じだった。

○「その他」の主な回答（抜粋・要約）
　・一人で決めない
　・相手の情報を幅広く入手する

　トラブルにあわないために重要なことをたずねたところ、９割近くが「消費者本人の自覚や
自立」と答えた。

16.7%

0.0%

0.0%

16.7%

16.7%

16.7%

33.3%

50.0%

50.0%

50.0%

その他

被害にあったことに当時は気づいていなかった

恥ずかしくて誰にもいえなかった

私的なことなので、相談したりすることではないと思った

忙しくて時間がなかった

自分にも責任があると思った

自分自身で調べて解決しようとした

相談しても、うまい解決策があると思わなかった

被害が小さく相談するほどのことではなかった

どこに相談したらいいか、わからなかった

相談しなかった理由（複数回答）

1.8%

27.8%

32.7%

51.1%

54.7%

55.2%

55.2%

87.4%

その他

学校での消費者教育の充実

行政の相談窓口体制の充実

事業者の法令遵守

行政による取締り、事業者指導

悪質商法や消費者被害に関する行政からの情報提供

取引条件を契約書や約款等で確認してから契約

消費者本人の自覚や自立

トラブルにあわないために重要なこと（複数回答）
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Q8

Q9

○「その他」の主な回答（抜粋・要約）
・インターネット
・地域の集まりでの講演

○「その他」の主な回答（抜粋・要約）
　・トラブルの事例

 

　消費生活に関する情報を主にどこで得ているかをたずねたところ、「テレビ・ラジオ」が７
割近くで最も多く、「国や自治体の広報紙」、「新聞・雑誌（フリーペーパーを含む）」が６割
台で続いている。「国や自治体のFacebook、Twitter、LINE」はそれぞれ利用者が１割以下
だった。

消費生活に関する主な欲しい情報をたずねたところ、「悪質商法などの手口と消費者被
害・トラブルへの対処方法」が６割を超え最も多く、「商品・サービスの安全性や商品等のリ
コール情報」が同じく６割台で続いている。

3.1%

1.8%

2.7%

5.4%

7.6%

28.7%

29.6%

60.1%

61.0%

69.1%

その他

国や自治体のLINE

国や自治体のFacebook

国や自治体のTwitter

消費生活センター等の自治体相談窓口

家族・知人

国や自治体のホームページ

新聞・雑誌（フリーペーパーを含む）

国や自治体の広報紙

テレビ・ラジオ

消費生活に関する主な情報源（複数回答）

0.9%

18.8%

20.6%

24.7%

32.7%

35.4%

46.2%

46.6%

55.2%

60.1%

61.9%

その他

消費生活に関する行政の施策や取組み

家計管理などライフプランに関する情報

環境や社会や人にやさしいくらし方

講座や催しなどのイベント開催情報

消費者問題に関する相談窓口

消費生活に役立つ衣食住などの基礎知識

消費生活に関する法律や制度など

食の安全や食品表示に関する情報

商品・サービスの安全性や商品等のリコール情報

悪質商法などの手口と消費者被害・トラブルへの対処方法

消費生活に関する欲しい情報（複数回答）
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Q10

Q11 　消費生活課が行っている相談窓口等の周知について見たことのある媒体についてたず
ねたところ、「県のたより」が８割を超えて最も多く、「県のホームページ」が３割台で続いた。

　Ｑ9で選んだ情報が適切に提供されているかをたずねたところ、「提供されていると思う」、
「どちらかといえば提供されていると思う」は合わせて４割近く、「どちらとも言えない」は４割
台、「あまり提供されていると思わない」「提供されていると思わない」は合わせて２割近く
だった。

○「その他」の主な回答（抜粋・要約）
・かながわ県民センター１階でのブース展示

0.9%

1.8%

3.1%

3.6%

4.9%

4.9%

5.4%

6.3%

6.3%

6.3%

8.5%

10.3%

11.2%

31.8%

81.2%

その他

県のFacebook「かながわの消費生活」

県のTwitter「かながわ中央消費生活センター」

県のインターネット動画サイト

NHK・FMラジオ「お昼前のお知らせ」…

映画館での本編上演前CM

バス車内での映像上映

かながわ消費生活注意・警戒情報

電車内での映像上映

全面広告バス

電車内ポスター

教材型ﾘｰﾌﾚｯﾄ「かながわくらしテキスト」…

どれも見たことがない

県のホームページ

県のたより

周知媒体で見たことのあるもの（複数回答）

ﾘｰﾌﾚｯﾄ「かながわくらしテキスト」、「契約のきりふだ」等

NHK・FMラジオ「お昼のお知らせ」

提供されていると思う

4.5%

どちらかといえば提供されてい

ると思う

35.4%
どちらともいえない 40.4%

あまり提供されていると思わない

17.5%

提供されていると思わない

2.2%

情報が適切に提供されているか
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Q12

Q13

　県や市町村が消費者向けに発信している情報で利用しやすいものをたずねたところ、
「県や市町村の広報紙」が８割台で最も多く、次いで「新聞・雑誌の記事（フリーペーパー
を含む）」が４割台であった。

○「その他」の主な回答（抜粋・要約）
　・Webサイトまとめページ
　・図書館のチラシ棚
　・公共の場所の掲示板

平成28年３月に開設した＜つながる・かながわ消費者教育－かながわ消費者教育サポー
トサイト－＞ホームページを知っているかたずねたところ、「知っている」と回答した人は１
割台であった。

2.2%

3.1%

3.1%

5.8%

9.0%

12.1%

20.2%

25.1%

29.1%

35.9%

42.2%

83.4%

その他

県や市町村のインターネット動画サイト

県や市町村のFacebook

県や市町村のLINE

県や市町村のTwitter

市町村等のメールマガジン

県や市町村のテレビ・ラジオ番組

パンフレットやチラシ

県や市町村のホームページ

自治会の掲示板や回覧板

新聞・雑誌の記事（フリーペーパーを含む）

県や市町村の広報紙

県や市町村の情報のうち利用しやすいもの（複数回答）

知っている

16.6%

知らなかった

83.4%

つながる・かながわ消費者教育の認知度
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Q14

Q15

　消費生活のどのような講座に参加したいと思うかをたずねたところ、「悪質商法の手口と
その対処法に関する講座」、「インターネットやスマートフォン利用時の注意点などの講
座」、｢食品表示の見方など食に関する講座」がそれぞれ４割を超えた。

○「その他」の主な回答（抜粋・要約）
　・初心者、中級、上級でコース分けされた契約の講座がほしい

○「その他」の主な回答（抜粋・要約）
　・Webサイトでの質疑応答
　・情報の告知拡散
　・総括的な相談窓口
　・気軽に相談できる場所やSNS相談など

　消費者問題に対する取組みとして行政に望むことをたずねたところ、「消費者被害の実
態や対処方法、相談窓口の連絡先など情報提供を充実する」が６割近くで最も多く、「消
費者の自立を促す消費者教育（講座などを含む）の機会を拡充する」、「身近な場所で相
談できる窓口を増やす」、「行政が事業者への指導・取締りを強化する」、「商品・サービス
の事故などのリコール情報の提供を充実する」が共に４割台で続いた。

0.9%

11.7%

13.9%

18.4%

27.8%

28.3%

30.0%

40.8%

43.5%

43.9%

その他

地域で消費者教育の講師となるための講座

特にない（興味がない）

クレジット利用法など金融に関する講座

環境に配慮した商品の選択など持続可能な社会づくりに関する講座

契約の基礎知識に関する講座

家計管理などライフプランに関する講座

食品表示の見方など食に関する講座

インターネットやスマートフォン利用時の注意点などの講座

悪質商法の手口とその対処法に関する講座

参加を希望する講座（複数回答）

1.8%

14.3%

27.4%

28.3%

41.7%

44.4%

45.7%

48.0%

59.2%

その他

消費者を取り巻く問題に取り組む市民団体等の活動を

支援する

夜間や休日でも相談できるよう相談体制を充実する

持続可能な社会の実現に向けた消費者教育の機会を拡充する

商品・サービスの事故などのリコール情報の提供を充実する

行政が事業者への指導・取締りを強化する

身近な場所で相談できる窓口を増やす

消費者の自立を促す消費者教育（講座などを含む）

の機会を拡充する

消費者被害の実態や対処方法、相談窓口の連絡先など

情報提供を充実する

消費者問題に関する取組みとして行政に望むこと（複数回答）
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Q16

Q17

Q18 　これまでに消費生活eモニターに登録したことがない方に、県が夜間に消費生活相談（平
日：19時まで）を実施していることを知っているかをたずねたところ、「知らなかった」が９割
を超えた。

これまでに消費生活eモニターに登録したことがあるかどうかをたずねたところ、「ある」と回
答した方が６割台であった。

　これまでに消費生活eモニターに登録したことがない方に、県が休日に消費生活相談
（土・日・祝休日：16時30分まで）を実施していることを知っているかをたずねたところ、「知
らなかった」が９割を超えた。

知っている

4.3%

知らなかった

94.3%

未回答

1.4%

県が夜間に消費生活相談を実施していることを知っていますか

知っている

7.1%

知らなかった

91.4%

未回答

1.4%

県が休日に消費生活相談を実施していることを知っていますか

ある

68.6%

ない

（今回、初めて登録する）

31.4%

これまでに消費生活eモニターへの登録をしたことがありますか
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Q19

Q20

Q21

　これまでに消費生活eモニターに登録したことがない方に、住んでいる市町村に消費生
活センター等の相談窓口（15年度から全市町村に設置、ただし一部は近隣市に委託）が
あることを知っているかをたずねたところ、「知らなかった」が６割を超えた。

　　これまでに消費生活eモニターに登録したことがない方に、消費者ホットライン（近くの消
費生活センターにつながる全国統一の電話番号）が３ケタ（188）であることを知っているか
をたずねたところ、「知らなかった」が８割を超えた。

　これまでに消費生活eモニターに登録したことがない方に、県がメールによる消費生活相
談を実施していることを知っているかをたずねたところ、「知らなかった」が９割を超えた。

知っている

5.7%

知らなかった

91.4%

未回答

2.9%

県がメールによる消費生活相談を実施していることを

知っていますか

知っている

12.9%

知らなかった

85.7%

未回答 1.4%

消費者ホットラインの番号が188であることを知っていますか

知っている

35.7%

知らなかった

62.9%

未回答1.4%

お住まいの市町村に消費生活センター等相談窓口があることを

知っていますか
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Q22

【広報・周知に関すること】

・高齢者なのでインターネットはあまり見ない。自治会の回覧板でも情報提供を定期的に
　行う方が記憶に残る。

・デパート、スーパー、小売店など身近で商品を購入する場での講座案内などあればいい。

【その他】

・電車のつり革に啓発広告を載せると目にする機会が増えると思う。

・トラブルにあわないための方法を教えてほしい。

・ネット通販の寡占化が進み、悪質商法が横行している（定価より高額で販売するなど）。
  通販サイトの運営業者はなぜ取締らないのか不思議だ。

・悪質業者をどんどん公表してほしい。

・どのようなことが解決できるのか具体的に示してほしい。

【相談に関すること】

・気軽に相談出来る雰囲気になってほしい。

・インターネットなどで調べるという感覚がない高齢者などは、相談窓口に相談するような内容
  なのか、電話するのも戸惑う気持ちがあると思う。

・行政が事業者への指導・取締りを強化してほしい。注意・勧告で済むなら悪質業者は減らない
  と思う。

【悪質業者、行為に関すること】

・SDGsを積極的に消費者問題に展開してほしい。

・大量のプラスチックごみの収集、処理方法や少量化対策が必須と思う。

・このように消費者問題に力をいれているとは気づかなかった。

・被害が拡大してからの対応では遅い。初動対応をいかによくするかが消費者問題の解決に
　向けて大切だと思う。

・一人暮らしの高齢者を守れるように何かできないか、と思うがアイディアが思いつかない。

・正確な情報をタイムリーに提供する。地方でも情報が取れるように工夫する。

　消費者問題に対する取組みの充実のための意見をたずねたところ、主な意見は次のと
おりだった。（抜粋・要約）

・問題実例と対処法をたくさん広報に載せると目に留まりやすい。

・触れる機会が少ない。全てをまとめた冊子をスーパーに置いたり、新聞に折り込んだり、
　目にする機会を増やさないと情報が入ってこない。
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　　［まとめ］

　　　　○暮らしむきについては「変わらない」と考えている人が６割を超えた。

　　　　今回のアンケートを通じ、次のような点が明らかになりました。

　　　　○消費生活について、食品の安全性や表示、インターネットを利用した悪質商法への関心が
　　　　　　高い。また、環境に配慮した商品の選択など、持続可能な社会づくりについても関心を持つ人
　　　　　　が増えている。

　　　　○トラブルにあわないために重要なこととして、消費者本人の自覚や自立を挙げている人が多い。

　　　　○在住市町村の相談窓口の存在の認知度は３割近いが、県が行う休日・夜間・メールでの
　　　　　　消費生活相談及び、消費者ホットライン（188）の認知度はまだ低い。

　　　　　今後、アンケート結果を踏まえ、消費者教育の推進や県民への的確な情報提供などに取り組
        　  んでまいります。

　　　　○消費生活に関する主な情報源はテレビ・ラジオ、国や自治体の広報紙、新聞・雑誌
　　　　　（フリーペーパーを含む）であり、国や自治体の Facebook、Twitter、LINEを情報源と
　　　　　　する人はいずれも１割未満であった。

14


